
■対象世帯
　令和６年６月３日時点で町に住民登録があり、世帯全員分の令和６年度住民税均等割が非課税の
　世帯または令和６年度住民税所得割が非課税の世帯であって、次の要件すべてを満たす世帯
　　広報さかき１月号掲載の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（追加分）」（７万円）の給
　　付対象世帯でないこと
　　広報さかき３月号掲載の「物価高騰対応重点支援給付金」（10万円）の給付対象世帯でないこと
　　住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと
■支給額
　１世帯あたり10万円
■支給方法
　給付金を受給するためには手続きが必要です。
　①世帯全員が、令和５年分の住民税が申告済みの世帯
　　対象世帯へ「支給要件確認書」をお送りしましたので、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で
　　ご返送ください。
　②世帯のなかに、令和５年分の住民税が未申告の方が含まれる世帯
　　対象世帯へ「申請書」をお送りしました。世帯内の未申告の方が令和５年分の住民税申告後、必要
　　事項を記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。

申請期限は、10月31日（木）必着です。

◎申請・問い合わせ先　福祉健康課福祉係　☎82－3111（内線 132）　直通 75－6205

■対象世帯
　18歳以下の子ども（平成18年４月２日以降に生まれた方）のいる世帯であって、次の要件を満たす
　世帯
　　上記　　　の「令和６年度坂城町低所得者支援給付金」（10万円）の対象となった世帯
■支給額
　子ども１人あたり５万円
■支給方法
　給付金を受給するためには手続きが必要です。
　対象世帯へ「支給要件確認書」をお送りしましたので、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で 
　ご返送ください。

申請期限は、10月31日（木）必着です。

各給付金について、ご不明な点がありましたら、下記へお問い合わせください。

試験区分 種 目

大学卒行政

令和６年度  坂城町職員採用試験 受験案内

行政（土木） 大学・高専卒

大学卒業程度行政（社会人）

平成10年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた方で、学校教育法に
よる４年生大学以上を卒業、または令和７年３月までに卒業見込みの方

区 分 採用予定人員 資 格

行 政

昭和62年４月２日以降に生まれた方で、４年生大学または高等専門学校の土
木の専門課程を卒業、または令和７年３月までに卒業見込みの方

行 政
（土木）

若干名行 政
（社会人）

昭和62年４月２日以降に生まれた方で、大学卒業程度の学力を有し、企業な
どで１年以上の勤務経験のある方

受験申込み　電子申請のほか、持参・郵送による方法が選択できます。
　・電子申請による申込み
　　町ホームページから「ながの電子申請サービス」にログインして手続きを行ってください。
　・持参・郵送による申込み
　　受験申込書および履歴書に、本人が必要事項を記入し、総務課総務係に持参または郵送してください。
　　受験申込書や募集要項は町ホームページからダウンロードするか総務課総務係へお問い合わせください。
受付期限　９月11日（水）　※郵送の場合は、９月11日の消印のあるものまで有効
受 験 票　受付期間終了後に郵送します。10月10日（木）までに届かない場合はお問い合わせください。

・令和７年４月１日時点で坂城町に住所登録がされている方
・次のいずれかに該当する方は受験できません。
　１）日本の国籍を有しない方　２）地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当する方

受 験 資 格

受 験 手 続 き

第１次試験　日時：10月20日（日）午前10時（受付開始：午前９時30分）　場所：坂城町役場

試験の方法及び内容

試験の種類

教養試験（２時間）　・　専門試験（２時間）　・　適性検査等（50分）

社会人基礎試験（１時間20分）　・　専門試験（２時間）　・　適性検査等（30分）

教養試験（２時間）　・　専門試験（２時間）　・　適性検査等（50分）

第２次試験　日時・場所は、11月中旬までに第１次試験合否通知書で通知します。
　　　　　　内容：面接試験、作文試験、資格検査
各試験の結果は、第１次試験は11月中旬までに、第２次試験は12月下旬までに通知します。

◎問い合わせ先　総務課総務係　　☎82－3111（内線212）　直通75－6210　メール soumu@town.sakaki.lg.jp
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